社会哲学（高橋哲哉）文責：かなや（文Ⅰ・Ⅱ１２組）
傾向と対策
実施日時：７月１８日（金）５限

試験概要：90分間　持ち込み不可　解答用紙はＢ４両面

試験内容：例年は、指定語句が複数与えられ、そのうちのひとつを選択し、それについての説明と自分の見解を述べるというもの。（過去問は一番下に載せてあります。４回分）

　　　　　ただし、今年は以下の２つの大きな問題設定のいずれかを選択するという問題形式に変更される模様。（求められるものが説明と批評である点は同じ）

　　　　　１、（日本の）戦争にからむ宗教と「犠牲の論理」について

　　　　　２、創世記二十二章アブラハムに対する解釈について

　　　　　問題設定が大きく、ある程度自分でテーマを決められるため、自由度は高まったといえる。ある意味レポート的性格の試験であるから、参考書（「国家と犠牲」（高橋哲哉））やシケプリを参照して、あらかじめ自分の意見をまとめておいて、試験会場でそれを書けばよい。ただし、各人の考えを求める問題形式であるものの、自分の考えがなくとも、授業内容を理解していることが伝われば評価するとのこと。

（↓問題形式によりあんまり意味ないけど、一応。）

予想項目

選択項目として出題されそうなテクストをあげた。

各章のタイトルに、対応する参考書のページを書いておいたので参考にしてほしい。

注：出題可能性　★＞●＞▲（授業でかけた時間と労力に比例）

４

●「日本独特の国家主義」

▲「禅巣」

●「萬歳の交響楽」

５

★「長崎の鐘」　

６

▲「英霊」

▲「祖国のために死ぬこと」

７

●「国民とは何か」

８

▲「諸学部の争い」

▲「キリスト教の精神とその運命」

★「おそれとおののき」

１、「犠牲」という言葉（P19-21）
今日、「犠牲者」というと、「死者」と同じような意味で使われる。
しかし――
①もともと「犠牲」という言葉は「生贄」を意味する
「犠」、「牲」の象形文字が各々「生贄」を意味している。
②英語のsacrifice（＝犠牲） も同じ意味
Sacrifice=sacri-（聖なる）＋-facere（～する）
「聖なるものにする」「聖化する」「聖別する」
２、靖国神社
・靖国神社は、軍人・軍属の戦死者を英霊として祀ってきた施設

・起源は東京招魂社（1869年に戊辰戦争での朝廷方戦死者を慰霊するために創設）
国家が、「国を守るため」に命を捧げた者を、「尊い犠牲」として讃えるシステム

…近代国民国家にほぼ普遍的に存在する
例）イギリス　セノタフ（ホワイトホールの戦没者記念碑）
　　フランス　パリ凱旋門
　　ドイツ　　ナチス時代の英霊祭祀
＊ギリシア・ローマ時代からこうしたシステムは存在した
３、「犠牲」の論理(P10-11)
・「犠牲」とは宗教的な観念であり、神聖化のプロセスは宗教と本質的な結びつきがある
・「犠牲」の論理がどう働いているか、さらにどんな問題性があるかを追究するのがテーマ
・「犠牲」の論理は、時間的にも空間的にも普遍性があるため、批判が難しい

４、宗教と国家と犠牲
（１）河上肇『日本独特の国家主義』
○河上肇（1879-1946）…経済学者。日本共産党の党員となる。

・「日本＝神国　国＝神」とは、日本人一般の信仰（明白には意識されないが）

・つまり、日本人は国家教の信者（⇔西洋人は個人主義）

　＝国家のためには全てを捨てるが、何か他のもののために国家を捨てることはない

・天皇は国、すなわち神の代表者→「愛国＝忠君」
（２）善波周『弾巣』（1943）

○善波周…京都帝国大学の講師。専門は仏教、サンスクリット語。

・宗教とは利己主義の否定である。故に、本当に宗教を理解している日本人は、一番先に敵陣に飛び込み、己れの身を捨てる人なのである

（３）暁烏敏『萬歳の交響楽』

【資料について】

○暁烏敏(1877-1954)…浄土真宗大谷派の宗教家。宗教哲学者。カリスマ的人気を誇った蓮如のリーダーであり、仏教を近代的な形に体系化した

○『萬歳の交響楽』…日中戦争が全面化するなか、出兵する日本兵に向けて書かれた小冊子

【浄土真宗について】

・浄土真宗は唯一神をもつ一神教と似た特徴をもつ。阿弥陀仏

・親鸞の教えのひとつに「専修念仏」のさまたげをなくすため、「神祇不拝（＝神様のよう なものを礼拝しない）」がある

・さらに、「国王不礼（＝政治権力を礼拝しない）」もあり、この教えが、浄土真宗が歴史上政治権力に対して脅威だったことの原因となってきた（例：後鳥羽上皇による大弾圧である承元の法難。これによって、法然・親鸞は流罪）

しかし、暁烏の論はこれらの特徴と相容れないものとなっており、宗教が国家の論理に飲み込まれ変容していく現象の好例である。

【近代の仏教界について】

・当初、明治政府は神道国教化政策をとり、神仏分離令を発令→廃仏毀釈の嵐が吹き荒れ、仏教界は大打撃を被った

・しかし、仏教界からの反対（主に浄土真宗）もあり、最終的に政府は、大日本国憲法（1889）において法律の範囲内で信教の自由を認めるに至った

【暁烏の論について】

・暁烏の戦争観＝「太平が続くと、人間が利己的になる。この利己心を打破するには、戦争は最もよい導きである」

・宗教とはすなわち克己であり、天皇や国家のために死ぬのが真の宗教人
・自己犠牲の精神を賛美し、出兵し、戦死していく兵士を仏、菩薩と同一視

国家のために犠牲となった人間に、高い宗教的価値を置くことで、これから出兵する兵士たちに、国家のために命を棄てても戦う精神を作り出している。

５、ヒロシマ・ナガサキと「尊い犠牲」(P52-76)
（１）国家による「尊い犠牲」という記述
2002年夏、広島に「国立広島原爆死没者追悼平和祈念館」（Hiroshima National Peace Memorial Hall for Atomic Bomb Victims）が設立された。
　この祈念館を作った主旨を書いた石碑には、“「国立広島原爆死没者追悼平和祈念館」は、国として、原子爆弾死没者の尊い犠牲（英語版ではsacred sacrifice）を銘記し追悼の意を表すとともに、永遠の平和を祈念するためのものです”とある。また、長崎の「原爆死没者追悼平和祈念館」でも、「尊い犠牲」という表現が使用されている。
　これらの祈念館は、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の第五章「平和を祈念するための事業」の第四十一条に基づいて建設されたもので、その四十一条の中には、広島、長崎の原爆死没者を「尊い犠牲」とする記述がある。
（２）民間人の死
兵士、軍人の戦死＝国家の目的（日本の列強化、領土拡大、天皇を守る）のための死であるが故に尊い
一方――
民間人の死＝「尊い犠牲」とする根拠は不明確
国家が広島、長崎の原爆死没者を「尊い犠牲」だと語る根拠はなにか。
日本の国家ではなく国民の側から、「原爆死没者はなぜ尊い犠牲なのか」という問いに答えた人物が永井隆である。そしてそこには、「尊い犠牲」の論理とレトリックが展開されている。
（３）永井隆『長崎の鐘』「原子爆弾合同葬弔辞」(P57-76)
【資料について】
　○永井隆…医学博士（長崎医科大学）。彼自身被爆者でありながら、多数の被爆患者を治療したうえ、被爆経験をさまざまな物語にして発表。カトリック信者。「原子野の聖者」と呼ばれ、また昭和天皇への謁見も許された。今年、生誕100周年を迎える。
○『長崎の鐘』…長崎への原爆投下を主題にした一種のドキュメンタリー小説。占領下の1949年1月に出版、紙不足の当時としては空前のベストセラーとなった。
○「原子爆弾合同葬弔辞」…浦上地区のカトリック信者たちが天主堂（浦上地区の中心にあるカトリック教会）崩壊後に爆死者たちの合同葬を行った際に、実際に永井が読んだ弔辞。
「原爆死没者は何のための犠牲だったのか」という問いに対し、永井は「世界平和のための犠牲だった」と答える。その主張を支える論理を次に見ていく。
【永井の論理の概要】
○浦上地区の特殊性…カトリック信者が多く住む地域。住民は歴史上、「禁教令」をはじめ数々の迫害を受けてきた、いわゆる「隠れキリシタン」が多い。
○「原子爆弾合同葬弔辞」の要旨
・原子爆弾が浦上に落ちたのは神の摂理
・浦上は、世界大戦という人類の罪悪の償いとして、神の祭壇に捧げられるべき潔き子羊として選ばれた（信仰の自由なき日本において、迫害の下でも信仰を守り通し、また戦争中も平和に対する祈りを欠かさなかった、浦上教会こそ清き犠牲にふさわしい）
　↓
・浦上という貴い犠牲のおかげで世界に平和が再来した（＋日本の信仰の自由が許可された）
＊広島・長崎への原爆投投下により日本のポツダム宣言受諾が確実となり、結果、第二次世界大戦が終結したことが背景にある
　○永井の弔辞の背景
・旧長崎市内の長崎市民の間には、「原爆は（長崎ではなくて）浦上に落ちたのだ」「原子爆弾は天罰」という意識が、差別意識のもと形成されていた
・浦上のカトリック信者たちも「原爆は天罰」という言葉に苦悩していた
　↓
・同じカトリック信者として、永井は「繰り返し迫害を受けても信仰を守り抜き、平和への祈りを続けた浦上の人々の上に原爆が炸裂した」ことに対する理由づけをする必要性を感じた
・そこで、永井は「神の摂理」という考え方によって「原爆＝天罰」という思想を否定し、「原爆＝恩寵」とする論理を打ちたてた
＊被爆して生き残った浦上のカトリック信者のなかには、永井の論によって「救われた」と証言するものも少なからずいた
【永井の論の問題点】
①アメリカの戦争犯罪が抹消される
・米国軍による原爆投下＝無差別戦略爆撃は戦争犯罪である
しかし、
・永井の「神の摂理」論は、原爆投下は平和をもたらす行為とし、こうした米軍による戦争犯罪を正当化する効果をもっていた
○『長崎の鐘』が占領下で発行を許可された経緯
・1949年当時、GHQ（連合国軍総司令部）によるプレス・コード（検閲基準）が存在し、原爆の惨状を新聞や雑誌の記事にしたり、物語にして出版したりすることは基本的に認められなかった
・『長崎の鐘』についても出版を認めるかは大きな問題になったが、最終的には認められた
――それはなぜか？
・『長崎の鐘』の原爆に対する解釈が、アメリカの投下責任を回避するのに好都合だと判断されたため
＊実際、戦後半世紀以上、現代にいたるまで、広島・長崎の原爆投下について、その責任問題なるものがほとんど提起されていない
・この目的を達成するため、『長崎の鐘』出版にはある条件がついた
その条件とは――
・日本軍がフィリピンを占領した時にマニラで行った虐殺事件についての記事（GHQが作成）を、『長崎の鐘』の巻末に付け加えること
その意図は――
・日本が残虐行為を働いていたということを強調し、それを止めるためには原爆投下が必要だったという印象を与えること
②天皇の「聖断」神話への貢献
・「天皇陛下が終戦の聖断を下し給うたのでございます。（中略）世界あまねく平和の日を迎えたのであります」、「然るに浦上が屠られた瞬間初めて神は（中略）忽ち天皇陛下に天啓を垂れ、終戦の聖断を下させ給うたのであります」という記述が見られる。

・これらは、「神の摂理」が天皇を通して発現したという解釈に基づいている

↓

・原爆投下に関する天皇の責任問題を無化するもの

○天皇の戦争責任問題

この問題に対しては二つの立場が存在する。

１、天皇聖断説

　　昭和天皇は国民の犠牲を止めるために終戦の聖断を下した。

２、遅すぎた聖断説

　　ポツダム宣言受託が遅れたのは、日本政府が、昭和天皇の最大の希望でもあった「国体（天皇制）の護持」の保証を求めていたからである。結果、それをすみやかに受け入れていればストップできたかもしれない原爆投下を許してしまった。

　　

　　＊沖縄戦との関連

　　　1945年2月14日　「近衛上奏」

　　　　近衛元首相が昭和天皇に対して「上奏文」を書き、<戦況は悪く、このままいけば敗戦は必至であり、敗戦となれば昭和天皇の最大の願望である「国体の護持」自体が危うくなってしまう>として、すみやかな終戦工作を促した。しかし、昭和天皇は「軍部では米国は日本の国体変革までも考えていると観測しているようである」「（終戦工作は）もう一度、戦果を上げてから出ないとなかなか話は難しいと思う」として、近衛の上奏を斥けた。

　　　・この時点で天皇が「近衛上奏」を容れて終戦の決断を下していれば、その後三月末から始まった沖縄戦の地獄（全世界的にも凄惨な地上戦）はなかったということになる

　　　・日本人が第二次世界大戦の犠牲に関して思い浮かべる事件（東京大空襲、沖縄戦、広島・長崎への原爆投下、シベリア抑留）は全て「近衛上奏」以降に起こっており、天皇の「聖断」は遅すぎた、ということの根拠になる

６、ヨーロッパの「英霊」顕彰(p138-179)
（１）モッセ「英霊」(p138-153)
国民国家の成立（「主権在民」）

↓

戦争の意味の変化

国王どうしの争い（戦ったのは雇われ兵士）⇒国どうしの争い（国民軍の成立）

　国民全体の士気を高める必要性が生じ、英霊顕彰が発展

主張

　・第一次世界大戦後に国民の心を占めていたのは、「哀悼」ではなく「自尊心」

（しかも、その二つは結びついている）

（２）カントロヴィッチ『祖国のために死ぬこと』(p154-179)
ヨーロッパにおける英霊化の栄衰

　絶頂期　古代　ギリシア・ローマの都市国家　

衰退期　中世　キリスト教（世俗の国家のために命を捧げる価値観を否定）

　　　　　　　封建制（領主との関係で契約。国民のひとりとしての認識なし）

復活期　中世末期～近世　　イングランド王国・フランス王国成立

（省略＝コメントがなかったので）

衰退期　第二次世界大戦後　ヨーロッパ統合の進展（戦争をする相手がいなくなった）

７、犠牲に結ばれた「国民」(p101-125)
Ｅ・ルナン『国民とは何か』

主張

　・国民の存在＝「日々の人民投票」

　　　人民投票…「私はこの国の国民である」と日々選択すること

　・しかし、「日々の人民投票」という抽象的な選択だけでは不十分

　・人々が過去においてなし、今後もなす用意のある「犠牲の感情」を共有することが決

　　定的に重要である

８、アブラハムの解釈(p21-26)
「創世記」第二十二章「アラブハムによるイサクの犠牲の物語」

近代を代表する哲学者による解釈

（１）カント『諸学部の争い』

カントの基本思想＝神の存在は人間が経験できるものではなく、人間はそれを確認することができない

↓

アブラハムが聞いた声が神の声であると知ることは人間には本質的に不可能

But

・声の命じる内容が道徳法則に反しているなら、声の主が神であるはずでないと確信することができる

・なぜなら、神が道徳法則に反するようなこと（つまり、不道徳なこと）を命ずるはずがないから

（２）ヘーゲル『キリスト教の精神とその運命』

ヘーゲルの基本思想＝人倫（共同体の内で働く具体的な道徳）を、家族→市民社会→国家の中で実現していくべき

･アブラハムの行為…他者・自然との愛の絆を絶ち、神と一対一の関係になること

･しかも、人倫の最も基礎的な単位である家族を犠牲にするようなことは、ヘーゲルには受け入れがたかった。

･また、国家を持つことのできないユダヤ人に対する嫌悪が存在した。（アラブハムは国家を持たない遊牧民であるから、なおさら家族における人倫の実現が大切なはず）

（３）キルケゴール『おそれとおののき』（哲学史上最も有名なアブラハムの解釈）

キルケゴールの基本思想＝人間は単独者として神の前に立つとき、個人として普遍性を超越する

・信仰にしたがって行動するとき、普遍的なもの（＝倫理的なもの）と対立する場合がある

（例えば、神の声に従ってイサクを殺したらアブラハムは罪を犯すことになる）

・信仰とは、合理的・常識的な思考によって解釈できるものではなく、普遍的なもの（＝倫理的なもの）によっては説明できない。

・信仰にのぞむとき、倫理的なものは完全に放棄されうる

【悲劇的英雄と信仰の騎士との違い】

悲劇的英雄（ex.アガメムノン、エフタ、ブルトゥス）＝倫理的なものの範囲内にあ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るため、理解されうる

信仰の騎士（ex.アブラハム）＝倫理的なものを踏み越えており、理解されない

１、アガメムノン『アウリスのイフィゲネイア』

　　    トロイア戦争のギリシア方の総大将。戦争の出征時に、逆風が吹いたため船出ができなくなると、娘イーピゲネイアを女神アルテミスに生贄として捧げれば解決するとの予言をうけ、苦悩の果てに娘を殺害してトロイアへ向かった。
・娘の殺害は法やカントのいう道徳法則に反する

But

・国家や民族のために、父としての苦悩を抱えながら家族を犠牲にしたアガメムノンは倫理的なものの範囲内にいる

２、エフタ『旧約聖書　士師記』

　    　エフタは、他民族の侵略を受けたイスラエルの民を救済した士師と呼ばれる歴代の英雄達のひとり。エフタは、アンモン人との戦闘の前に、自ら神にこう誓約した。「もしアンモン人との戦闘で勝利を授けてくれたら、帰宅したとき真っ先に出迎えてくれた者をホロコーストに捧げます」という誓約に従って、自分の一人娘を神に捧げた。

３、ブルトゥス

　　    共和政ローマの実質的な設立者。陰謀に加担していた自分の息子ティトゥスを容赦無く処刑するなど断固とした態度で挑み、共和制維持の為に尽力した。

･悲劇的英雄の行為は、国家や民族のため、という倫理的な規範によって正統化される

            ↓

理解されうる

　　キルケゴールの信仰に対する認識

・カントの問題提起「アラブハムはなぜ神の声だとわかったのか」

          ↑

・キルケゴールの批判「確実に神の声であるという必要がない」
　どういうことか？

・それが確実に神の声だったら、それに従うのは当然であり、その行為は「信仰」ではなく、「知識」となる

・アラブハムもそれが神の声であるか否かは疑っていたはず。しかし、それが神の声だと信じることが信仰だし、信じたからこそ、彼は信仰の騎士なのだ

（４）ディートリッヒ・ボンヘッファー『キリスト教に従う』『現代キリスト教倫理』他

　　○ディートリッヒ・ボンヘッファー(1906-1945)・・・ドイツのキリスト教神学者。ヒトラー暗殺計画に加担したが計画は挫折、刑死した。

· 人が真の信仰者になるためには、自然的あるいは倫理的な直接性のみならず、宗　　　　　

教的な直接性とも断絶する必要がある

　　　　（直接性…深い絆、ある共同体において受け入れられている価値観にそのまま従　

　　　　　うこと）

　　　↑なぜか？

· 宗教とは集団・儀式・教義をもち、信仰とは異なる。宗教という集団に所属して　　　

いる以上、その共同体の倫理に従う必要が生じ、神の言葉にのみ従順な信仰者になりえない

　　　・アブラハムは、あらゆる直接性との断絶と通して単独者となる模範を示したのだ

2007年度夏学期　期末試験問題
問題：以下の項目について、それがどのようなものであるかを説明し、それと関連させて、犠牲の論理について論じなさい。選択した項目を必ず明記すること。

１）暴力的批判　　２）国民とは何か　３）萬歳の交響楽
４）戦死者の大祭典を挙行すべし　５）死を与える　６）軍國の母を訪ねて

2007年度冬学期　期末試験問題
問題　次の（１）（２）（３）の中から１つを選び、その意味を説明しながら、その議論を「倫理」との関係でどのように評価するか、自らの考えを述べなさい。

（１）抽象的普遍と具体的普遍
（２）ルサンチマン道徳と「根源的キリスト教」
（３）悲劇的英雄と信仰の騎士

2004年度夏学期　期末試験問題
問題：次の１、２のいずれかを選んで回答しなさい。

１　次のいずれかのテクストについて、それがどのようなテクストであるか（筆者、時代、背景など）を説明したうえで、自らの視点で批評しなさい。

　１）「国民とはなにか」
　２）「生者の視線と死者の視線」
　３）「戦死者の大祭典を挙行すべし」
　４）「祖国のために死ぬこと」
　５）「母一人子一人の愛児を御国に捧げた誉れの母の感涙座談会」

２　いわゆる「靖国問題」について、その特殊性と普遍性の両面を顧慮して、自らの見解を展開しなさい。

1996年度　

問題　ホロコーストの記憶にかんして、自由にテーマを選定し、問題点を明確にしつつ、自らの視点で批評せよ。必ずテーマを明記すること。また、ホロコーストそのものではなく、あくまでホロコーストの記憶が問題である点に注意。

　

＊テーマ例　1) ホロコースト否定論

　　　　　　　　2) イスラエルとホロコースト

　　　　　　　  3) 証言の有限性

　　　　　　　  4) ハンナ・アーレント

　　　　　　　  5) 加害者、被害者、目撃者

　　　　　　　  6) commemorative citizenship

　　　　　　　  7) 歴史家論争

　　　　　　　  8) ハムレット

　　　　　　　  9) 記憶の継承は可能か？

